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会場での物品借用の費用負担は受託側でお願いします。

なお、以下の物品等は、費用がかかりません。

実施要綱別添５「講師要件」に合った内容で選定されているか

確認する旨の内容になりますので、現在の予定に合わせて記載

願います。

R5.5.231

・会場での物品借用の費用負担は受託側でしょう

か。 もし委託側で借りている物品がある場合は教え

ていただきたいです。

・講師の選定について、「予定 について 科目毎に記

載すること。」とありますが、「大学講師」「実務

講師」という表現でよろしいでしょうか。もしくは

具体的な講師氏名が必 要でしょうか。

・必要と判断した物品の追加が可能かどうか。 上記以外の物品が必要な場合については、受託者側で用意いた

だくことになります。

旭ヶ丘市民センター 
机（テーブル）、椅子、スクリーン、有線マイク（2本）、 

ワイヤレスマイク（2本）、冷暖房費 

太白区市民センター 
机（テーブル）、椅子、スクリーン、有線マイク（4本）、 

ワイヤレスマイク（2本）、冷暖房費 

県庁講堂 
机（テーブル）、椅子、スクリーン、有線マイク（4本）、 

ワイヤレスマイク（5本）、冷暖房費、ホワイトボード 1枚 

 


